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１．計画の点検・評価について

（１）計画の概要

（２）計画の点検・評価

（３）本書の見方

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度量の見込みと確保方策

 計画値　(A) 利用者数等の見込み（計画策定時点）

 実績値（実際の利用量）　(B) 実際の利用状況（特に注釈がない場合、年度末時点）

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 見込みと実際の利用状況との比較

 計画値　(C)
利用見込みに対する定員・サービス等の提供体制
（計画策定時点）

 実績値（実際の提供体制）　(D)
実際に確保できた定員・サービス等の提供体制
（特に注釈がない場合、年度末時点）

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 計画した提供体制と実際の提供体制との比較

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D)
実際の利用状況と提供体制との比較
（100％以上は、定員等を超えて提供している状況）

　計画の推進にあたっては、子ども・子育て支援法に定める国の基本指針において、各年度の実施状況を
点検・評価し、その結果を公表することとされています。
　この報告書は、計画に掲げる施策の推進状況や、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の
見込みと確保方策の実績に関する点検及び評価を行い、その内容をまとめたものです。
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　大牟田市子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ども・
子育て支援事業の量の見込みや提供体制の確保方策を定めるとともに、母子保健施策、児童虐待防止、
障害のある子どもやひとり親家庭、経済的困窮を抱える家庭など、子どもや子育ての支援を総合的かつ
計画的に取り組んでいくために策定しています。
　第一期計画が令和元年度で終了したことに伴い、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とす
る第二期計画を策定し、子どもや子育ての支援に継続的に取り組んでいます。

　施策の推進状況、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の実施状況について、対象年度の実施
状況と課題・今後の方向性を記載しています。今後の方向性については、大まかな方向性を「継続」、「充
実」、「改善」、「縮小」、「終了」、「廃止」、「休止」の7区分で示し、具体的な内容について文章で記載してい
ます。
　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業については、量の見込みと確保方策の計画値と実績値を一
覧表にまとめて示しています。一覧表には、事業の実施施設数や登録者数など、事業の実施状況を把握
するために必要な情報もあわせて記載しています。
　最後のページには、対象年度の計画推進状況に関する総括的な自己評価と子ども・子育て会議（学識
経験者、福祉団体・保健医療団体・教育団体の関係者、小学校の校長、公募による市民で構成）による意
見や評価を記載しています。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（１）地域における子育て支援サービスの充実

○

○

　基本施策１　地域における多様な子育て支援

子育て世帯のさまざまな状況や問題に対応し、子育てしやすい地域となるように、地域子育て支援拠点
事業（つどいの広場）、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）、子育て短期支援
事業を継続して実施します。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性 担当課

1-1
地域子育て支援拠
点事業（つどいの広
場）

34ページ参照
子ども
育成課

1-2

子育て援助活動支
援事業（ファミリー・
サポート・センター事
業）

36ページ参照
子ども
育成課

1-3
子育て短期支援事
業

25、30ページ参照
子ども
育成課

必要とする人に必要な情報を届けるために、これまでの広報おおむたやホームページ等の活用に加え、
子育て世代に親しみのあるＳＮＳの活用等、よりきめ細かな情報発信を行います。

No. 取組・事業名 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
育成課・
子ども
家庭課

1-4 子育て情報の発信

子育てに関する情報（各種健診、手当・助成・
給付金、教育・保育施設や学童の入所案内等）
を広報おおむたやホームページに掲載しまし
た。
大牟田市公式LINEのメニューに「子育て応援
ページ」を設け、妊娠・出産・子育て・教育に関
する情報を得やすくしました。
妊娠届の際に『おおむた子育てわくわくブック』
を活用し、妊娠から就学までの保健福祉に関
する情報提供を行いました。
保育人材の確保に向けて、広報おおむたや
ホームページで人材バンクや学童保育所（クラ
ブ）の一日の過ごし方等を紹介しました。

今後も広報おおむた、ホームページ、SNS等を
活用し、きめ細かな情報発信に努めます。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（１）妊娠・出産・子育ての相談支援

○

○

○

○

○

　基本施策２　母と子どもの健康支援

妊娠の届出時や出生届出時の面談、電話や訪問、医療機関等との情報共有により、変化していく妊産
婦・乳幼児の実情を継続的に把握していきます。

妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要な情報提供、助言を行うとともに、「パパ・ママ育児専科」、
「こどもアレルギー教室」等の育児支援事業を実施し、育児に対する不安感の軽減を図ります。

若年妊娠や多胎、その他支援が必要と思われる妊婦には、早期から関わりを持ち、訪問事業等による産
前・産後のサポート等の養育支援を行います。

手厚い支援が必要な妊産婦や乳幼児には、プランを作成し支援を行い、必要に応じてプランの見直しや
更新を行います。

産科や小児科等の医療機関や関係機関等との連携を強化し、妊産婦や乳幼児への支援の充実に努め
ます。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
家庭課

2-2
利用者支援事業
（母子保健型）

28ページ参照
子ども
家庭課

2-3
乳児家庭全戸訪問
事業（こんにちは赤
ちゃん訪問）

31ページ参照
子ども
家庭課

2-4 養育支援訪問事業 32ページ参照
子ども
家庭課

2-1 育児支援事業

新型コロナウイルス感染症の感染状況により
事業を中止した月もありますが、感染予防に努
めながら事業を実施し、育児不安の軽減に努
めました。

【主な取組】
○マタニティ＆ママのほっとスペース
…妊婦や出産間もない母親と赤ちゃんが集う
場です。
実施回数：9回（新型コロナの影響等で3回中
止）
参加人数：延144人

○赤ちゃん広場
…保護者同士の交流や育児相談の場です。
実施回数：9回（新型コロナの影響等で3回中
止）
参加人数：延183人

○パパ・ママ育児専科
…これからパパ、ママになる方々をサポートす
る集いの場です。
実施回数：6回
参加人数：96人（50組）

○こどもアレルギー教室
…アレルギー疾患を持つ乳幼児の保護者やア
レルギー疾患に関心のある市民を対象に、講
話、調理実習、個別相談を行いました。
実施回数：3回
参加人数：59人

今後も育児支援事業を通して、育児に対する
不安感が軽減できるように努めます。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（２）母と子どもの健康の維持・増進

○

○ 感染症予防や歯科疾病予防等の啓発及び事業を行い、子どもの疾病の未然防止に努めます。

妊婦健康診査の助成、乳幼児健康診査や乳幼児歯科健康診査を実施し、必要な保健指導を行い、妊婦
や乳幼児の健康管理を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性 担当課

2-5 妊婦健康診査 37ページ参照
子ども
家庭課

継続

担当課

子ども
家庭課

継続

担当課

子ども
家庭課

継続

担当課

子ども
家庭課

2-6 乳幼児健康診査

本市では、母子保健法により義務付けられて
いる1歳6か月児健診と3歳児健診に加えて、4
か月児、10か月児も健診の対象とし、市内11
か所の小児科の医療機関に委託して乳幼児健
康診査を実施しています。

○4か月児健診
　対象579人、受診者570人、受診率98.4％
○10か月児健診
　対象611人、受診者598人、受診率97.9％
○1歳6か月児健診
　対象651人、受診者615人、受診率94.5％
○3歳児健診
　対象776人、受診者706人、受診率91.0％

R5年度から弱視等視覚異常を早期に発見す
るため、3歳児健診時に屈折検査を導入しま
す。
健診月から2か月を経過した未受診児に対し
ては、受診勧奨の文書を送付しています。そ
の後も未受診の場合は、訪問し、受診を勧め
ています。また、保育所等に対し、健診未受診
児等への対応について協力依頼を行っていま
す。今後も受診率向上に努めます。

2-7 妊婦歯科健康診査

月2回の母子健康手帳交付日（指定日）に、歯
科医師による歯科健康診査及び歯科衛生士に
よる歯科保健指導を行い、歯と口の健康に対
する意識の向上を図りました。また、個別（指定
日外）での母子健康手帳交付者に対しては、
受診券を交付し、受診勧奨を行いました。

・妊婦歯科健康診査受診者数　478人
　（母子健康手帳交付者　565人）　　

妊娠期は胎児の歯を含む口腔が形成される
時期で、将来の子どもの口腔環境作りに大き
な影響を与えます。また、妊婦の歯周疾患は
早産や低体重児出産リスクが高いため、歯科
健診や保健指導を通して啓発していく必要が
あります。
このため、妊娠期に歯科健診及び保健指導を
行い、歯科保健に対する知識を高めるととも
に、口腔保健の大切さを啓発することにより、
妊婦自身だけでなく、これから生まれてくる子
どもの歯と口の健康づくりを進めます。

2-8
乳幼児歯科健康診
査

母子保健法により1歳6か月児歯科健診と3歳
児歯科健診の実施が義務付けられており、保
健センターにおいて月2回、集団健診として実
施しています。
希望者には、乳歯の歯質強化のためにフッ化
物塗布を行いました。

○1歳6か月児歯科健診
　対象627人、受診者530人、受診率84.5％
○3歳児歯科健診
　対象719人、受診者611人、受診率85.0％

歯科健診や保健指導を行うことにより、乳歯と
今後生えてくる永久歯の健全な発育の促進を
図ります。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

○ 子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進するため、子ども医療費の助成を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
家庭課

2-9
子ども医療費助成事
業

子どもの健康保持、子育て家庭の経済的負担
の軽減を図るため、H28年10月から、0歳から
中学3年生までの入院及び通院について医療
費の一部を助成しています。
R3年4月から福岡県が助成対象を中学生まで
拡大し、中学生の通院自己負担額を月額1,600
円と設定しましたが、本市はこれまでどおり月
額1,200円の自己負担としました。

○R4年度実績
　対象者　11,185人
　件数　　 128,155件
　支給額　269,523千円

中学生に対する通院医療費の負担軽減や所
得制限の撤廃は、福岡県の助成の範囲を超
えた本市独自の制度です。経済的負担の軽減
は市民ニーズも高いことから、今後も継続して
取り組んでいきます。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（１）教育・保育の充実

○
○

　基本施策３　仕事と家庭が両立できる環境づくり

認定こども園、保育所の整備や定員増等により、保育ニーズに対応した量の確保を図ります。
子どもたちの豊かな成長のために、教育・保育の質の維持・向上に努めます。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
育成課

継続

担当課

子ども
育成課

継続

担当課

子ども
育成課

改善

担当課

子ども
育成課

3-1
教育・保育施設管理
及び運営事業

公立保育所を含む市内22園で、安心、安全な
保育の提供及び継続的な施設の運営、管理を
行いました。待機児童は発生しませんでした。

保育所等との連携・調整を密に行うことが必要
です。また、全国的な保育士不足の状況の
中、十分な保育の質・量を提供するためには、
保育士の人材確保が重要です。
安心、安全な保育環境の確保のため、運営等
の支援を継続して実施します。また、保育士の
確保のため、保育士等人材バンク事業の充実
を図ります。

3-2
保育所等施設整備
費補助事業

児童の安心・安全な環境確保のため、国の交
付金等を活用し、保育所及び認定こども園の
施設整備に対する補助を行っています。
R4年度は、認定こども園1施設に対し補助を行
いました。（R4～5年度の2か年事業）

これまでは老朽化対策のための施設整備を対
象としてきましたが、老朽化対策は一定進ん
できたため、施設の機能強化等に対する支援
も検討する必要があります。
引き続き、教育・保育施設の環境向上に向け
て施設整備を支援するとともに、老朽化対策
に限らず、保育所等の機能強化等につながる
整備に対する支援等も検討します。

3-3
大牟田地区私立幼
稚園協会補助

大牟田地区私立幼稚園協会が教職員の資質
向上を図るために実施する研修に対し、経費
の一部を補助する事業です。
R4年度は、新型コロナウイルス感染防止のた
め、一部の研修会がオンラインで実施されまし
た。

・教師研修会　1回
・設置者・園長研修会　1回

新型コロナウイルス感染症の流行により研修
の実施が困難な状況でしたが、コロナ禍前と
同様に研修が実施されることが期待されま
す。
教育・保育の質の維持・向上に向けて、引き続
き、教職員の資質向上のための取組を支援し
ていきます。

3-4
保育所等業務効率
化・安全対策事業

保育士の業務負担軽減や離職防止のため、国
の交付金を活用し、業務のICT化の整備を3施
設に対して行いました。
また、睡眠中の重大事故防止に活用できる備
品の購入に必要な補助を1施設に対して行いま
した。

保育所等にICTを活用した業務効率化や安全
対策に積極的に取り組んでもらうためには、設
備導入のメリットや効果等を周知・啓発し、理
解促進を図る必要があります。
施設のICT導入や睡眠中の事故防止、保育士
の業務改善のための備品購入等に対し、引き
続き適切に補助を行うとともに、本事業により
設備導入等を行った市内保育所等を積極的に
紹介し、本事業の活用を促進します。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

○

○

保育士等の人材確保に努め、待機児童の発生防止に取り組みます。

0歳児から2歳児の保育料を市独自で軽減し、子育て世帯の経済的負担の軽減に努めます。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

改善

担当課

子ども
育成課

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
育成課

3-5
保育士等人材バンク
事業

市内の保育所、認定こども園、幼稚園、学童保
育所・学童クラブで働きたい人と求人を行いた
い施設を大牟田市保育士等人材バンクに登録
し、市から相互に情報提供を行っています。
R4年度は、コロナ禍により保育士の仕事を体
験する保育士体験イベントが実施できませんで
したが、登録者のうち3人が市内の保育所等に
就職しました。

○R4年度実績
　登録者数　9人
　求人施設　10施設
　就職決定　3人

登録者を増やすために、潜在的保育士等の掘
り起こしを行うことが必要です。また、求人施
設の登録数を増やすことも必要です。（R4年
度:10施設、R3年度:15施設、R2年度:17施設、
R元年度:21施設）
広報活動の回数を増やす等、市民等へのさら
なる周知に取り組みます。また、施設の登録を
促すため、改めて施設へ周知し、受け皿の拡
充を図ります。

3-6
保育所、幼稚園等に
おける保護者負担軽
減

市独自の保育料軽減を継続して実施していま
す。
低所得の多子世帯やひとり親世帯等の保護者
負担の軽減を実施しています。

子育ての不安や負担の軽減につながる経済
的負担の軽減の継続が求められています。
今後も引き続き、市独自の保育料軽減に取り
組みます。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（２）多様な保育サービスの充実

○
○
○

学童保育所・学童クラブの待機児童の解消に努めます。
学童保育所・学童クラブの預かり時間の延長の実施に向け取組みを進めます。
新・放課後子ども総合プランや地域のニーズ等を踏まえ、学童保育所・学童クラブと放課後子ども教室を
含む子どもの居場所の一体的な整備について、検討を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

3-7
放課後児童健全育
成事業

29ページ参照

担当課

子ども
育成課

継続

担当課

子ども
育成課

3-8

学童保育所・学童ク
ラブと放課後子ども
教室を含む子どもの
居場所の一体的な
整備に関する検討

学童保育所・学童クラブと放課後子ども教室を
含む子どもの居場所の一体的な整備に関する
検討を行う場として、庁内関係部局（教育委員
会、生涯学習課、子ども育成課）で大牟田市放
課後児童対策検討会を組織しています。
R4年度は大牟田市放課後児童対策検討会を1
回開催し情報交換を行いました。

今後も必要に応じ、検討会や関係課での調査
研究を行うこととしています。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

○

○

担当課

担当課

担当課

多様な働き方への対応や子育てに対する不安感や負担感の軽減を図るため、休日保育事業、一時預か
り事業、病児・病後児保育事業等の保育サービスの充実を図ります。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
育成課

3-10 一時預かり事業 22、23ページ参照 子ども
育成課

3-11
時間外保育事業（延
長保育事業）

26ページ参照 子ども
育成課

3-12
病児・病後児保育事
業

35ページ参照 子ども
育成課

多様な保育ニーズに対応するため保育コンシェルジュを配置し、きめ細かな対応・相談、情報提供に取り
組みます。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性 担当課

3-13
利用者支援事業
（特定型）

27ページ参照
子ども
育成課

3-9 休日保育事業

大牟田市在住で、日曜日や祝日等に保護者の
仕事等の理由により、家庭での保育が困難な
児童に対して天領保育所内での休日保育を実
施しました。
R4年度においても、新型コロナ感染拡大による
影響があり、休日保育の利用人数はR3年度と
比べ横ばいとなっていますが、利用希望者は
100％受け入れることができました。

・利用登録数　　33人
・延べ利用者数　　155人

市内全域の子どもが対象となるため、今後も
引き続き感染予防策を講じ、休日保育を実施
していく必要があります。
また、希望者が利用したいときに必ず利用で
きるよう、安定した保育士の確保に取り組みま
す。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（１）児童虐待防止への取組みを推進

○

○

○

○

○

○

　基本施策４　様々な家庭への子育て支援の充実

担当課

子育て情報誌やリーフレット、広報おおむた等を活用し、児童家庭相談室等の子育てに関する相談窓口
の周知及び児童虐待の発生予防や早期発見、通告義務についての啓発を行います。

支援が必要な妊産婦や乳幼児への早期の関わり及び医療機関や保育所等、学校、関係団体等の連携
により、児童虐待の発生予防・早期発見に努めます。

警察、児童相談所、医師会、教育委員会等16の団体で構成する大牟田市子ども支援ネットワーク（要保
護児童対策地域協議会）の実務者会議や個別ケース検討会議を通じ、要保護・要支援児童等に関する
情報を共有し、支援の方向性の確認や進捗管理を行います。

支援対象児童等が転居した場合は、継続した支援が行われるように、他市町村及び関係機関等との間
で必要な情報の交換・共有を行います。

児童家庭相談室の相談員及びネットワーク構成員の研修等を行い、知識の習得と対応力の向上を図る
とともに、関係機関相互の連携を強化し、相談支援の充実を図ります。

国が示す「市町村子ども家庭総合支援拠点」の考え方を踏まえた、相談支援体制の構築に向けた検討を
進めます。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

充実

担当課

子ども
家庭課

4-2

子どもを守る地域
ネットワーク機能強
化事業（大牟田市子
ども支援ネットワー
ク）

33ページ参照 子ども
家庭課

4-1 児童家庭相談事業

市民等からの子育てに関する相談や児童虐待
の通告等に対し、内容や状況に応じた適切な
対応を行いました。

・相談件数　926件
・相談に対する延べ対応件数　11,680件

R4年度から児童家庭相談室に新たに常勤の
社会福祉士を1人配置し、体制の強化及び相
談機能の拡充を行い、「子ども家庭総合支援拠
点」として子どもや家庭の相談に対応していま
す。

子ども自身や家庭環境の課題など、様々な理
由で支援を必要とする家庭が増えています。
予防的な支援を早期から継続的に行い、抱え
る課題の解決へと導いていくために、子どもの
支援に係る専門性やマンパワーを充実させ、
多機関連携のもと情報を共有しながら支援を
行っていく必要があります。

今後も子どもの発達段階や家庭状況等に応じ
て、子育て世代包括支援センターと一体的に
支援を行うとともに、児童虐待に関する相談・
通告窓口などについて、広く周知していきま
す。また、こども家庭センターの設置に向けた
検討を始めます。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（２）障害のある子どもの健やかな成長支援

○

○

○

乳幼児健診や訪問、面接等により把握した心身の発達が気がかりな子どもを対象に、専門機関への紹
介や小児神経発達専門医師による「発達クリニック」、心理士による「ことばとこころの相談」等の事業を
実施します。

発達障害等支援が必要な子どもの特徴や接し方等を記載し、関係機関に提示することで、適切な関わり
や支援を受けられることを目的としている「サポートノート」の活用促進に向けた周知、啓発に努めます。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
家庭課

身体に障害のある子ども、又は手術等の治療により改善が期待できる子どもに対して、自立支援医療
（育成医療）等の給付を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
家庭課

4-3 発達支援事業

新型コロナウイルス感染症の予防に努めなが
ら「発達クリニック」、「ことばとこころの相談」を
実施しました。
サポートノートについては、子ども家庭課の窓
口で配布しているほか、ホームページからもダ
ウンロードできるようにしています。

○発達クリニック
…乳幼児健診の結果等で心身の発達が気が
かりな子どもを対象に、専門医師による診察・
相談・助言を行います。
・実施回数：12回
・実人数：55人（延人数：85人）

○ことばとこころの相談
…乳幼児健診や育児相談などで、言葉や落ち
着きの無さなどが心配な子どもや、子どもへの
関わり方について相談がある保護者を対象
に、心理士が相談・助言を行います。
・実施回数：72回
・実人数：121人（延人数：204人）

今後も、乳幼児健診や訪問、面接等により対
象者を把握し、必要に応じて「発達クリニック」
や「ことばとこころの相談」を案内していきま
す。また、サポートノートの活用促進に向けて
周知・啓発を行っていきます。

4-4
自立支援医療（育成
医療）等の給付

自立支援医療受給者証（育成医療）を、17件交
付しました。　　　
小児慢性特定疾病児童への日常生活用具給
付は、申請がありませんでした。

今後もホームページにより、事業の周知に努
めます。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

○

○

障害児通所支援サービスの提供により、療育や訓練等が必要な障害のある子どもに対して、日常生活の
基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等を支援します。また、障害福祉サー
ビスの提供により、障害のある子どもとその家族に対して、日常生活及び社会生活を総合的に支援しま
す。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

福祉課
（障害福
祉担当）

継続

担当課

福祉課
（障害福
祉担当）

医療的ケア児を含む障害のある子どもが、身近な地域で必要な支援が受けられるよう、保健、医療、障
害福祉、保育、教育等の関係機関で構成する「障害者自立支援・差別解消支援協議会」の「子ども支援
部会」で、課題の抽出と支援のあり方を検討し、総合的な支援に取り組みます。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

福祉課
（障害福
祉担当）

4-5
障害児通所支援
サービスの提供

障害児通所支援サービスを提供し、障害のあ
る子どもに、生活能力向上や集団生活へ適応
するための支援を行いました。

・障害児相談支援　945件
・児童発達支援　894件
・放課後等デイサービス　3,150件 
・保育所等訪問支援　84件
・高額障害児通所給付費　43件

障害児通所支援サービスの利用者数が年々
増加しており、開設や定員増を検討されている
事業所があります。このため、事業所の状況
を把握し、質の向上に努めていく必要がありま
す。
自立支援協議会の子ども支援部会等を活用
し、事業所や関係機関との連携を図りながら、
今後も継続して、療育が必要な障害児に対
し、サービスを提供します。

4-6
障害児への障害福
祉サービスの提供

障害のある子どもとその家族について、障害福
祉サービスを提供し、日常生活及び社会生活
の総合的な支援を行いました。

○年間支給決定者（実人員）　※重複あり
　居宅介護　15人
　行動援護　2人
　短期入所　28人

短期入所は、障害児の受け入れが可能な事
業所が少ないうえに、新型コロナウイルス感染
症の影響により新規受け入れが困難な状況と
なっているため、受入先の確保が課題です。
新型コロナウイルス感染症に関する支援策の
情報提供など事業所の支援を行い、今後も継
続して、障害福祉サービスを提供し、日常生活
及び社会生活を支援します。

4-7
障害者自立支援・差
別解消支援協議会
活動推進事業

子ども支援部会において、地域の障害児や気
になる子に対する不安や対応方法を把握し、
支援方法の検討や早期療育等につなげること
を目的として、学童保育所（クラブ）及び主任児
童委員を対象にアンケートを実施しました。ま
た、障害児が利用可能なサービスを掲載した
冊子「おおむたの子どもたちの育ちや自立を支
援するために」の内容を更新し、市内の小・中
学校、幼稚園・保育園、障害福祉サービス事業
所等へ配布し、周知しました。

子ども支援部会において、活動のテーマを乳
児期、学齢期、医療、支援の４つに分類し、そ
れぞれの課題の把握や解決に向けて取り組
んでいきます。また、部会メンバーを含めて、
知識向上につながる研修等にも取り組んでい
きます。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

○

○

○

障害のある子どもが、幼稚園、認定こども園、保育所及び学童保育所・学童クラブを円滑に利用できるよ
うに、養護児教育・保育等事業費補助事業により継続的に支援を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
育成課

学識経験者や関係機関とのネットワークである早期教育相談連絡協議会を通じて、障害のある又は障害
の疑いのある幼児、児童の早期からの就学等に係る教育相談が円滑にできるよう進めます。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

学校
教育課
指導室

障害のある児童の個別の指導計画や支援計画を充実させ、指導方法等の改善、充実に努めるとともに、
特別支援教育センターとして位置づけた大牟田特別支援学校における教育相談の充実や機能の充実を
図ります。また、通級指導教室等の内容の充実や交流教育事業を進めるとともに、介助等特別な支援が
必要な児童のために特別支援教育支援員を学校に配置します。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

学校
教育課
指導室

4-8
養護児教育・保育等
事業費補助事業

心身に障害を有する等の理由により養護を必
要とする児童（養護児）を一般の児童と一緒に
集団保育する事業者に対し、養護児保育に必
要な保育士等の配置に係る費用に対する補助
を行っています。

○幼稚園、認定こども園、保育所
　補助を受けた施設数　9施設
　養護児数　16人　　

○学童保育所・学童クラブ 
　補助を受けた施設数　6施設
　養護児数　9人　　

今後も集団生活を通じて養護児の健全な発達
が図られるよう、継続して事業を実施します。

4-9
障害児等の小学校
就学等に係る早期教
育相談の実施

早期教育相談連絡協議会を年2回（7月、3月）
開催し、本協議会の目的や相談体制等の確認
を行うとともに、小学校就学前の幼児等の情報
の共有を行い、相談体制のネットワークの強化
を図りました。
早期教育相談の啓発チラシを作成し、幼稚園
協会や保育所連盟等を通して保護者や公民館
等への配布等を行うことによって、早期教育相
談の啓発を行いました。

啓発チラシを見て早期教育相談のことを知り、
教育相談の申込みにつながった事例が少しず
つ見られるようになりました。また、年少、年中
幼児保護者からの申込みも見られるようにな
りました。
9月に行われる「就学に関する相談」につい
て、幼稚園や保育所等を訪問し、チラシを配布
するなど、幅広く周知していきます。

4-10

小学校・中学校・特
別支援学校における
障害児の指導・支援
の充実

市立小・中・特別支援学校において、障害のあ
る児童生徒の個別の指導計画や個別の教育
支援計画を作成し、児童生徒の教育的ニーズ
に応じた指導や支援を行いました。
大牟田特別支援学校を本市の特別支援教育
センターとして位置づけ、保護者や各学校等か
らの相談に対応しました（対応件数：251件）。
4つの通級指導教室において、言葉や情緒面
に課題がある児童生徒46人に対し、個別の指
導・支援を行いました。
交流教育事業において、学校間交流や市民交
流を行う中で、障害のある児童生徒に対する
理解の推進を図るとともに、啓発チラシを作成・
配布し、取組の啓発を行いました。

市立小・中・特別支援学校において、障害のあ
る児童生徒の個別の指導計画や個別の教育
支援計画の作成割合は100％となっています。
今後はより有効な活用が課題です。
大牟田特別支援学校では、多様なニーズに応
えることを目指し、校内研修等を通して、相談
員の育成と資質の向上を図ります。
R5年度より、特別支援教育巡回指導員を全小
学校に派遣し、障害による学習面や生活面に
おける困難の改善・克服に向けた指導や支援
を継続して行います。
学校間交流については、コロナ禍のため、手
紙交換等の間接交流に切り替えて行うことも
ありましたが、少しずつ直接交流も行うことが
できました。市民交流については、天候による
変更もありましたが、ほぼ計画どおり実施する
ことができました。今後も、参加者のニーズを
捉え、内容を充実させていきます。

13



２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（３）ひとり親家庭の自立支援

○

○

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

学校
教育課

ひとり親家庭等に対し、児童扶養手当の給付や医療費の助成を行う等、経済的支援を行うことにより、安
心して子育てができる環境を整えます。

ひとり親家庭の親が安心して相談できるよう相談体制の充実を図るとともに、個々の実情に応じた支援を
関係機関との連携を強化して行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
家庭課

継続

担当課

子ども
家庭課

4-11
特別支援教育支援
員活用事業

大牟田市就学支援委員会等において、支援が
必要と判断された児童生徒に適切な支援を行
うため、対象となる児童生徒への支援員の配
置を実施しました。
R4年度は、各学校における個別の指導計画や
支援員の配置計画作成により、支援を必要と
する児童生徒一人一人のニーズに応じたきめ
細かな支援の充実を図りました。また、特別支
援教育支援員の資質の向上のため、研修会を
3回実施しました。

支援を必要とする児童生徒の急激な増加に対
応するため、特別支援教育支援員の人員確
保に努め、専門分野の講師を招くなど、さらな
る研修会の充実に取り組みます。

4-12 児童扶養手当

父母の離婚や父又は母の死亡などによって、
父又は母と生計を同じくしていない児童につい
て、手当を支給することにより、ひとり親家庭等
の生活の安定を図り、自立を促進する制度で
す。受給者の前年分所得により手当額が算定
され、所得が高くなれば一部減額や支給停止
が行われます。
制度案内時に困りごと等の相談対応を行う中
で、必要に応じて各種福祉制度の案内も行い
ました。

○R4年度実績
　受給者　1,229人
　支給額　614,092千円

今後も、ホームページ掲載やチラシ配布等に
より制度の周知を図りながら、適正な給付を
行っていきます。また、ひとり親家庭のつどい
の場や相談機会の提供を継続して行っていき
ます。ひとり親家庭の親が安心して相談できる
よう体制の充実を図るとともに、よりプライバ
シーに配慮した相談環境の整備に取り組んで
いきます。

4-13 ひとり親家庭等医療

ひとり親家庭の父母及び児童、父母のない児
童の健康の保持及び福祉の増進を図るため、
ひとり親家庭の父母及び小学校就学後から18
歳年度末までの児童が医療機関を受診した場
合、自己負担相当額の一部を助成する制度で
す。自己負担額は、一医療機関ごとに外来で
月額800円、入院で日額500円の上限7日分で
あり、薬局は自己負担不要となっています。

○R4年度実績
　対象者　2,707人
　件数　30,357件
　支給額　93,368千円

今後も、ホームページ掲載やチラシ配布等に
より周知を図りながら、適正な給付を行ってい
きます。また、ひとり親家庭のつどいの場や相
談機会の提供を継続して行っていきます。ひと
り親家庭の親が安心して相談できるよう体制
の充実を図るとともに、よりプライバシーに配
慮した相談環境の整備に取り組んでいきま
す。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

○

○

ひとり親家庭の親に対して、高等職業訓練促進給付金等や自立支援教育訓練給付金を支給し、資格取
得及び就職支援を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
家庭課

継続

担当課

子ども
家庭課

継続

担当課

子ども
家庭課

母子保護の実施において、関係各課と連携して相談支援を行います。また、母子生活支援施設の入所者
に対し、子育てや生活全般に関する助言、自立に向けた適切な支援を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

子ども
家庭課

4-14
高等職業訓練促進
給付金等事業

ひとり親家庭の母又は父が就職に有利な資格
を取得するため、養成機関において修業する
場合、その修業年限のうち一定期間について
給付金を支給し、資格取得及び就労を支援し
ています。

○R4年度実績
　受給者　27人
　支給額　29,194千円

今後も、国の制度改正が行われる際には同様
の改正を実施するなどにより、適正な給付を
行っていきます。また、ひとり親家庭のつどい
の場や相談機会の提供を継続して行っていき
ます。ひとり親家庭の親が安心して相談できる
よう体制の充実を図るとともに、よりプライバ
シーに配慮した相談環境の整備に取り組んで
いきます。

4-15
自立支援教育訓練
給付金事業

ひとり親家庭の母又は父が就職につながる能
力開発のための教育訓練講座を受講し、修了
した場合、受講費の一部を助成しています。対
象となる講座は、介護関係、医療事務関係など
で、就労に結びつく可能性の高い講座です。

○R4年度実績
　受給者　0人
　支給額　0円
　※講座受講中の対象者　4人

今後も、国の制度改正が行われる際には同様
の改正を実施するなどにより、適正な給付を
行っていきます。また、ひとり親家庭のつどい
の場や相談機会の提供を継続して行っていき
ます。ひとり親家庭の親が安心して相談できる
よう体制の充実を図るとともに、よりプライバ
シーに配慮した相談環境の整備に取り組んで
いきます。

4-16
ひとり親家庭高等学
校卒業程度認定試
験合格支援事業

高校卒業資格を持たないひとり親家庭の母や
父又はその子どもの学び直しを支援すること
で、より良い条件での就職や転職に向けた可
能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につな
げていくため、高等学校卒業程度認定試験合
格のための講座を受講する場合に受講費の一
部を助成しています。

○R4年度実績
　受給者　0人
　支給額　0円
　※相談件数　2人

今後も、国の制度改正が行われる際には同様
の改正を実施するなどにより、適正な給付を
行っていきます。また、ひとり親家庭のつどい
の場や相談機会の提供を継続して行っていき
ます。ひとり親家庭の親が安心して相談できる
よう体制の充実を図るとともに、よりプライバ
シーに配慮した相談環境の整備に取り組んで
いきます。

4-17 母子保護の実施

DV等被害者の母からの相談を受け、本人の意
向を確認しながら、母子生活支援施設におけ
る母子の保護を実施しています。
入所者や関係機関と協議を重ね、母子の精神
的支援を含めた自立に向けた支援を行い、R4
年度においては、退所が1件ありました。

近年の母子生活支援施設への入所は、全て
がDV被害によるもので、安全確保のため市外
の施設に措置委託を行っています。母子生活
支援施設が自立促進のための生活支援を目
的としていることから、適宜、面談を行い、入
所者の現況を把握しながら、自立に向けた相
談や支援等を行っていきます。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

（４）経済的困難を抱える家庭への支援

○

○

生活保護世帯や生活困窮世帯の子どもに対して学習支援を行い、基礎学力やコミュニケーション能力の
向上を図るとともに、社会に出るための生活習慣の定着と高校進学等を支援します。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

福祉課
（地域支
援担当）

生活保護世帯や生活困窮世帯の子どもの保護者に対し、就職支援・家計改善支援等の自立に向けた支
援を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

保護課

4-18 学習支援事業

生活困窮世帯（生活保護受給世帯を含む）の
子どもたちが将来の夢や目標を持ち、健全な
育成が図られることを目的に、社会福祉法人
大牟田市社会福祉協議会へ業務を委託し、学
習支援を通じた生活習慣の習得や居場所とし
ての機能を包括した支援を行いました。
参加登録している中学3年生4人のうち3人の高
校進学を確認しています。（1人は連絡がとれ
ず未確認）

・実施場所　3か所（手鎌地区公民館、三川地
区公民館、地域の縁側ひらばる）
・実施延回数　133回（原則月4回だが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、開催中
止期間あり）
・参加登録者数　43人 （内訳：小学生21人、中
学生13人、高校生9人）　
・登録学習支援ボランティア数　21人

年2回（11・1月）の学習教室だよりの発行のほ
か、地域や関係機関へのチラシ配布等周知に
努めていますが、なかなか参加登録につなが
りにくい状況です。また、年度前半は新型コロ
ナウイルス感染症の影響による開催中止や保
護者による利用控え等により減少していた参
加者が、年度後半は徐々に回復してきたもの
の、実施場所によっては利用者が少ない状況
です。
今後も生活困窮世帯との関わりがある関係機
関のほか、利用者からの声かけ等による事業
啓発を行うとともに、実施場所の検討を含め、
参加しやすい教室開催を進めていきます。

4-19 自立支援事業

専任の就労支援員を配置し、生活保護受給者
に対し、ハローワークと連携しながら就職に向
けた求職、面接、技能習得といった個々の状況
に応じた段階的な支援を行いました。
また、一般就労につなぐことが困難な生活保護
受給者に対しては、就労準備支援事業により、
介護施設、障害者施設及び農業ボランティアに
よる就労体験を実施し、生活リズムの改善や就
労意欲を喚起させるよう促しました。

・就労支援実施者数　41人
・就労開始者数        28人（うち4人自立）
・就労準備支援事業参加者数　3人（うち自立0
人）

生活保護受給者の中には、就労意欲があって
も自分自身の力だけでは就職に結びつきにく
い場合や、就労経験が少なく離職が繰り返さ
れることにより社会との関わりに不安を抱える
ことで就労意欲に乏しいなど、様々な理由によ
り社会生活に適応できずにいる人が多く存在
するため、個々の状況に応じたきめ細やかな
支援を行うことが必要です。また就労を開始で
きても自立できるほどの収入が得られないと
いった課題もあります。
このため、引き続きハローワークと連携し、
個々の状況に応じたきめ細やかな支援を段階
的、継続的に行うことで、経済的な自立を促進
します。
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２．施策の推進状況 ＜令和4年度＞

○ 経済的な理由で就学困難な児童生徒の保護者に対して、学校給食費や学用品費等の援助を行います。

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

福祉課
（地域支
援担当）

No. 取組・事業 実施状況 課題・今後の方向性

継続

担当課

学務課

4-20 自立相談支援事業

生活困窮世帯が抱える複合的な課題や問題を
あぶり出し、世帯の状況に応じた支援につなげ
ることを目的に、社会福祉法人大牟田市社会
福祉協議会へ業務を委託し、事業に取り組ん
でいます。
関係機関と連携し、国等の支援策を活用しな
がら、生活困窮世帯の生活再建に向けた自立
相談や家計相談、就労支援等の伴走型支援を
行うほか、必要に応じて生活保護の申請に同
行しました。

・相談件数　472件　（ただし、相談世帯におけ
る子どもの有無は不明）
・相談内容は経済的困窮に関する相談が最多
・相談者の年齢は40代が最も多く、次いで30
代、20代となっています。

新型コロナウイルス感染症の影響による生活
困窮相談だけでなく 、障害や人間関係など複
合的な課題を抱え、中長期的な関わりが必要
なケースが多く見られ、新規の相談対応のみ
でなく、継続した支援対応が必要となっていま
す。
今後も年代を問わず必要な人が相談できる体
制の継続とあわせ、相談窓口や支援制度の周
知に向けた取組みのほか、関係機関との連携
をさらに強化し、様々なケースへの対応を行い
ます。

4-21 就学援助事業

経済的理由によって就学困難な1,285人（小学
校823人、中学校462人）の児童生徒の保護者
に対し、就学援助として学用品費、学校給食
費、医療費等を支給しました。また、心身的な
理由により普通教室での就学が困難な児童生
徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費
を支給しました。
このほか、R4年度は、R3年度に引き続き、新
型コロナ感染拡大の影響による収入減少によ
り就学が困難な児童生徒、また、R2年7月豪雨
災害で被災された児童生徒の保護者に対し、
就学援助の支援を行いました。（新型コロナ影
響：0人、豪雨災害：203人（未就学分を含
む。））
また、家庭におけるオンライン学習を実施する
にあたり、就学援助世帯の負担軽減を図るた
め、R4年度はオンライン学習通信費の援助を
行いました。

今後も就学援助の制度周知や申請手続き面
の充実に努めていくとともに、就学援助の運用
等についても検討していく必要があります。
子どもの貧困対策の推進に関する法律などの
関係法令の趣旨を踏まえ、今後も引き続き、
援助が必要な児童生徒の保護者に対し、就学
援助制度の周知を図るとともに、申請手続き
面の負担軽減も図りながら、必要な援助を適
切に実施できるよう進めていきます。また、新
型コロナ感染拡大の影響による収入減少によ
り就学が困難な児童生徒に対しては、R5年度
も就学援助の支援を行います。
また、就学援助世帯へのオンライン学習通信
費の援助も引き続き実施します。
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３．教育保育の実施状況 ＜令和4年度＞

※量の見込み及び確保方策の実績値は3月1日時点。

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育園・認定こども園）

確認を受けない幼稚園
（上記以外の幼稚園）

特定地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保
育、事業所内保育等）

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育園・認定こども園）

確認を受けない幼稚園
（上記以外の幼稚園）

特定地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保
育、事業所内保育等）

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（１）１号認定（３～５歳、教育標準時間認定） 所管課 子ども育成課

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人/日 1,099 1,044 769 708 624 

 実績値（実際の利用者数）　(B) 人/日 884 817 768 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 80.4% 78.3% 99.9%

 計画値　(C) 人/日 1,250 1,250 906 906 906 

人/日 1,250 1,250 906 906 906 

人/日 0 0 0 0 0 

人/日 0 0 0 0 0 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人/日 1,001 966 906 

人/日 1,001 966 906 

人/日 0 0 0 

人/日 0 0 0 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 80.1% 77.3% 100.0%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 88.3% 84.6% 84.8%

課題・
今後の方向性

数年続くコロナ禍により入所数の動向が不透明ですが、今後
も利用希望者の動向を注視し、必要に応じて既存施設と定員
の変更について協議を行い、提供体制の確保に努めていきま
す。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

1号認定については、利用者数768人、利用定員数906人となり、ともにほぼ計画値どお
りとなりました。利用希望者全員が利用できており、適切な提供体制を確保できました。
なお、待機児童は発生していません。
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３．教育保育の実施状況 ＜令和4年度＞

※量の見込み及び確保方策の実績値は3月1日時点。

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育園・認定こども園）

特定地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保
育、事業所内保育等）

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育園・認定こども園）

特定地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保
育、事業所内保育等）

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（２）２号認定（３～５歳、保育認定） 所管課 子ども育成課

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人/日 1,455 1,469 1,644 1,659 1,605 

 実績値（実際の利用者数）　(B) 人/日 1,550 1,619 1,654 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 106.5% 110.2% 100.6%

 計画値　(C) 人/日 1,455 1,469 1,644 1,659 1,605 

人/日 1,455 1,469 1,644 1,659 1,605 

人/日 0 0 0 0 0 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人/日 1,523 1,508 1,531 

人/日 1,523 1,508 1,531 

人/日 0 0 0 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 104.7% 102.7% 93.1%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 101.8% 107.4% 108.0%

課題・
今後の方向性

数年続くコロナ禍により、入所数の動向が不透明ですが、今
後も利用希望者の動向を注視し、必要に応じて既存施設と定
員の変更について協議を行い、提供体制の確保に努めてい
きます。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

2号認定については、利用者数は計画値を上回る1,654人、利用定員数は計画値を下
回る1,531人となりましたが、定員を超える受け入れを行うことで1,654人全員が利用でき
ました。なお、待機児童は発生していません。
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３．教育保育の実施状況 ＜令和4年度＞

※量の見込み及び確保方策の実績値は3月1日時点。

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育園・認定こども園）

特定地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保
育、事業所内保育等）

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育園・認定こども園）

特定地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保
育、事業所内保育等）

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（３）-１　３号認定（１～２歳、保育認定） 所管課 子ども育成課

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人/日 1,000 1,000 898 868 831 

 実績値（実際の利用者数）　(B) 人/日 997 944 888 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 99.7% 94.4% 98.9%

 計画値　(C) 人/日 1,000 1,000 1,036 1,036 1,036 

人/日 974 974 1,012 1,012 1,012 

人/日 0 0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠 人/日 26 26 24 24 24 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人/日 1,039 1,027 1,042 

人/日 1,013 1,001 1,012 

人/日 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠 人/日 26 26 30 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 103.9% 102.7% 100.6%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 96.0% 91.9% 85.2%

課題・
今後の方向性

数年続くコロナ禍により、入所数の動向が不透明ですが、今
後も利用希望者の動向を注視し、必要に応じて既存施設と定
員の変更について協議を行い、提供体制の確保に努めてい
きます。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

3号認定（1～2歳）については、利用者数は計画値を下回る888人、利用定員数は計画
値を上回る1,042人となり、利用希望者の受け入れ及び適切な提供体制を確保できまし
た。なお、待機児童は発生していません。
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３．教育保育の実施状況 ＜令和4年度＞

※量の見込み及び確保方策の実績値は3月1日時点。

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育園・認定こども園）

特定地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保
育、事業所内保育等）

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育園・認定こども園）

特定地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保
育、事業所内保育等）

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（３）-２　３号認定（０歳、保育認定） 所管課 子ども育成課

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人/日 428 428 354 328 321 

 実績値（実際の利用者数）　(B) 人/日 362 348 385 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 84.6% 81.3% 108.8%

 計画値　(C) 人/日 428 428 354 347 347 

人/日 410 410 334 327 327 

人/日 0 0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠 人/日 18 18 20 20 20 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人/日 354 351 339 

人/日 334 331 327 

人/日 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠 人/日 20 20 12 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 82.7% 82.0% 95.8%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 102.3% 99.1% 113.6%

課題・
今後の方向性

数年続くコロナ禍により、入所数の動向が不透明ですが、今
後も利用希望者の動向を注視し、必要に応じて既存施設と定
員の変更について協議を行い、提供体制の確保に努めてい
きます。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

3号認定（0歳）については、利用者数は計画値を上回る385人、利用定員数は計画値を
下回る339人となりました。利用希望者数が利用定員数を上回りましたが、定員を超え
る受け入れを行うことで385人全員が利用できました。なお、待機児童は発生していま
せん。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（１）-１　一時預かり事業（幼稚園型） 所管課 子ども育成課

事業概要
幼稚園や認定こども園（幼稚園機能部分）において、通常の教育時間の前後や長期休
業日等に在園児を預かる事業です。

確保方策の内容
市の補助事業に加え、私学助成による預かり保育や自主事業による預かりを含めた事
業の実施により対応します。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人日/年 83,124 78,967 75,018 71,267 67,703 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人日/年 55,254 49,776 47,059 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 66.5% 63.0% 62.7%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(C) 人日/年 83,124 78,967 75,018 71,267 67,703 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人日/年 55,254 49,776 47,059 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 66.5% 63.0% 62.7%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 100.0% 100.0% 100.0%

実施施設数

補助事業 施設 8 8 7 

私学助成 施設 3 3 4 

自主事業 施設 1 1 1 

課題・
今後の方向性

利用者数の減少はコロナ禍の影響も考えられますが、今後も
利用希望に応じたサービスの提供に努めていきます。

令和4年度
実施状況

R4年度は、市内の幼稚園及び認定こども園12園のうち7か所で市の補助事業を実施し
ました。市の補助事業による延べ利用者数は47,059人です。
私学助成や自主事業により実施しているところを含めると、市内の全ての幼稚園及び
認定こども園で一時的な預かり保育事業を行っていることから、利用希望者全員の利
用ができていると考えます。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（１）-２　一時預かり事業（幼稚園型以外） 所管課 子ども育成課

事業概要 保護者が病気や急用の場合等に、一時的に子どもを預かる事業です。

確保方策の内容
一時預かり事業については、認定こども園及び保育所において、実施施設7か所での
確保を図ります。子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）は1か所で
実施します。また、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）は1か所で実施します。

①一時預かり事業（認定こども園及び保育所）

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人日/年 2,449 2,388 2,342 2,285 2,213 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人日/年 232 384 649 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 9.5% 16.1% 27.7%

 計画値　(C) 人日/年 2,449 2,388 2,342 2,285 2,213 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人日/年 1,047 1,364 1,675 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 42.8% 57.1% 71.5%

実
施
施
設
数

 計画値　(E) 箇所 7 7 7 7 7 

 実績値（実際の提供体制）　(F) 箇所 3 4 5 

 計画値に対する実績値の割合　(F)/(E) 42.9% 57.1% 71.4%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 22.2% 28.2% 38.7%

課題・
今後の方向性

今後も実施施設の増加に努めるとともに、利用希望に応じた
サービス提供を行います。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

R4年度は事業を休止していた保育園が事業を再開し、実施施設数は5か所になりまし
た。計画値の7か所には達していませんが、利用ニーズへの対応は十分できている状
況です。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

□ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（1）-２　一時預かり事業（幼稚園型以外）

②子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人日/年 260 260 260 260 260 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人日/年 343 425 386 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 131.9% 163.5% 148.5%

 計画値　(C) 人日/年 260 260 260 260 260 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人日/年 260 260 260 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 100.0% 100.0% 100.0%

実
施
施
設
数

 計画値　(E) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の提供体制）　(F) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(F)/(E) 100.0% 100.0% 100.0%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 131.9% 163.5% 148.5%

課題・
今後の方向性

※子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）
の実施状況、課題・今後の方向性については、36ページに記
載していますので、そちらをご参照ください。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

※子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）の実施状況、課題・今後の
方向性については、36ページに記載していますので、そちらをご参照ください。

※本ページの表に記載されている数値は、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ
ポート・センター）の対象者のうち、「乳幼児」に関するものです。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

※利用登録数は、（５）子育て短期支援事業（ショートステイ）と共通。

利用登録数 ※ 人 5 7 14 

□ 継続 □ 充実

■ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（１）-２　一時預かり事業（幼稚園型以外）

③子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人日/年 20 20 20 20 20 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人日/年 0 0 4 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 0.0% 0.0% 20.0%

 計画値　(C) 人日/年 20 20 20 20 20 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人日/年 20 20 20 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 100.0% 100.0% 100.0%

実
施
施
設
数

 計画値　(E) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の提供体制）　(F) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(F)/(E) 100.0% 100.0% 100.0%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 0.0% 0.0% 20.0%

課題・
今後の方向性

乳児院・児童福祉施設内では徹底した感染防止策を図る必
要があるため、新型コロナ等感染症対策時にあっては十分な
事業実施が難しい状況です。

感染症などがあっても、十分に事業を実施できるよう委託事
業者と協議を続けます。
児童の安全を十分に担保できる要件を踏まえ、現在の委託事
業者に加え新たな受け皿を検討します。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

社会福祉法人に委託し、乳児院・児童福祉施設で事業を実施しています。
受託法人は事業を実施できる体制を整えていましたが、感染症の影響による事業休止
や児童相談所の一時保護で定員に達する状況などにより、十分に事業を実施すること
ができませんでした。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

補助事業 施設 7 7 7 

自主事業 施設 14 14 14 

補助事業 施設 1 1 1 

自主事業 施設 8 8 8 

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（２）時間外保育事業（延長保育事業） 所管課 子ども育成課

事業概要
認定こども園（保育機能部分）や保育所において、通常の開所時間（11時間）を延長し
て保育を実施する事業です。

確保方策の内容 市の補助事業に加え、自主事業による事業の実施により対応します。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人日/年 826 809 793 774 748 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人日/年 429 333 345 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 51.9% 41.2% 43.5%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(C) 人日/年 826 809 793 774 748 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人日/年 429 333 345 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 51.9% 41.2% 43.5%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 100.0% 100.0% 100.0%

保育所 施設 21 21 21 

認定こども園 施設 9 9 9 

課題・
今後の方向性

今後も利用希望に応じたサービスの提供に努めます。

実
施
施
設
数

令和4年度
実施状況

R4年度は保育所7か所、認定こども園1か所が補助事業を実施しました。
補助対象施設及び公立施設以外の保育所、認定こども園についても、保育所1か所を
除いて自主事業で延長保育を実施しているため、利用希望者全員の利用ができている
ものと考えます。　
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（３）利用者支援事業 所管課
子ども育成課
子ども家庭課

確保方策の内容 特定型、母子保健型ともに1か所で、継続して事業を実施します。

①特定型 所管課 子ども育成課

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の利用量）　(B) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 100.0% 100.0% 100.0%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(C) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 100.0% 100.0% 100.0%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 100.0% 100.0% 100.0%

課題・
今後の方向性

引き続き、子ども育成課の窓口に専従の職員を配置し、市民
が教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利
用できるよう、利用者の個別ニーズに対応した相談、助言等
を行うこととしています。

事業概要

子ども・子育て支援の推進にあたり、利用者が教育・保育施設や地域の子育て支援事
業等を円滑に利用できるよう、身近な実施場所で情報の収集と提供を行い、必要に応
じ相談・援助等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施し支援する事業です。

事業形態は以下の3種類があります。
◎基本型（独立した事業として行われている形態）
◎特定型（行政の一環として行われる側面が強い形態）
◎母子保健型（保健師等の専門職が支援や連携を行う形態）

令和4年度
実施状況

H28年度から継続して子ども育成課1か所で実施しており、専従職員を1人配置していま
す。
市民が教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、専従の
職員が利用者の個別ニーズに対応した相談、助言等を行いました。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（３）利用者支援事業

②母子保健型 所管課 子ども家庭課

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の利用量）　(B) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 100.0% 100.0% 100.0%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(C) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 100.0% 100.0% 100.0%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 100.0% 100.0% 100.0%

課題・
今後の方向性

今後も継続して、妊産婦及び乳幼児等の実情の把握、妊娠・
出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・
助言ができるよう努めます。また、保健医療・福祉の関係機関
と連携し、適切な支援につなぐことができるように努めます。

令和4年度
実施状況

H30年度から継続して子ども家庭課1か所で実施しており、助産師・保健師・管理栄養
士・歯科衛生士等の専門職を配置しています。
妊産婦及び乳幼児等の実情の把握、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、
必要な情報提供・助言・保健指導の実施、支援プランの策定、保健医療または福祉の
関係機関の連絡調整を行いました。
妊娠の届出時に全ての妊婦と面談を行い、必要に応じて保健指導、栄養指導、歯科指
導を行いました。また、専門的な支援が必要な場合には、支援プランを作成し、関係機
関や適切な支援につなげることができました。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

※量の見込みの実績値は4月1日時点（民設含む）。

低学年 人/日 885 885 885 885 885 

高学年 人/日 122 122 122 122 122 

低学年 人/日 778 753 775 

高学年 人/日 123 97 107 

□ 継続 □ 充実

■ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（４）放課後児童健全育成事業 所管課 子ども育成課

事業概要
保護者が就労により家庭にいない児童等に対して、放課後等に適切な遊びや生活の
場を提供し、その健全育成を図る事業です。

確保方策の内容
定員の見直しや安全を確保した上での定員を超える受入れ、民間放課後児童クラブの
活用など校区の状況に応じた待機児童対策を図り、令和6年度には1,007人を確保しま
す。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 計画値　(A) 人/日 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 

 実績値（利用量）　(B) 人/日 901 850 882 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 89.5% 84.4% 87.6%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(C) 人/日 970 980 990 1,000 1,007 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人/日 870 870 870 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 89.7% 88.8% 87.9%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 103.6% 97.7% 101.4%

公設施設の待機児童数（4月1日時点） 人 44 24 36 

課題・
今後の方向性

待機児童の解消に向けて、民間放課後児童クラブへの補助
や校区外送迎事業などの既存の取組みに加え、定員拡大の
ための施設整備や夏休み期間のみの預かり事業を新たに実
施し、受け皿の拡大に取り組みます。
放課後児童支援員の人材確保に向けて、新たな処遇改善補
助制度を創設し、更なる処遇改善に取り組みます。

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

令和4年度
実施状況

19校区中17校区で19の学童保育所・学童クラブを整備しており、未整備校区（玉川、上
内）では送迎事業を実施しています。併せて、3校区で運営されている民間放課後児童
クラブに補助を行っています。
提供体制については、定員の拡大には至らず、計画値の990人に対し870人のままとな
りました。前年度と比較し利用申込数が増加し、R4年4月1日時点の待機児童数は36人
となり、前年度より12人増加しました。

待機児童の解消に向けて、待機が生じている校区の児童を受入れに余裕がある校区
の学童保育所（クラブ）に送迎する校区外送迎事業を新たに実施しました。また、学童
保育所（クラブ）の預かり時間について、学童保育所条例及び学童クラブ運営要綱を改
正し、R5年4月より午後6時までから午後7時までに延長することとしました。さらに、放課
後児童支援員の処遇改善を目的としてR3年度に創設した処遇改善補助事業を継続し
て実施しました。
その他、新型コロナ対策としてマスク等の感染防止に係る物品の配布や利用自粛要請
等の対策を行いました。また、物価高騰対策として応援金の支出も行いました。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

※利用登録数は、（１）-２　一時預かり事業（幼稚園型以外）③子育て短期支援事業（トワイライトステイ）と共通。

利用登録数 ※ 人 5 7 14 

□ 継続 □ 充実

■ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（５）子育て短期支援事業（ショートステイ） 所管課 子ども育成課

事業概要
保護者の疾病や仕事等により、家庭で養育を受けることが一時的に困難になった児童
について、児童養護施設等において必要な預かりを行う事業です。

確保方策の内容 甘木山学園・乳児院1か所で事業を実施しており、今後も継続して実施します。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人日/年 70 69 67 66 64 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人日/年 0 0 6 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 0.0% 0.0% 9.0%

 計画値　(C) 人日/年 70 69 67 66 64 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人日/年 70 69 67 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 100.0% 100.0% 100.0%

実
施
施
設
数

 計画値　(E) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の提供体制）　(F) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(F)/(E) 100.0% 100.0% 100.0%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 0.0% 0.0% 9.0%

課題・
今後の方向性

乳児院・児童福祉施設内では徹底した感染防止策を図る必
要があるため、新型コロナ等感染症対策時にあっては十分な
事業実施が難しい状況です。

感染症などがあっても、十分に事業を実施できるよう委託事
業者と協議を続けます。
児童の安全を十分に担保できる要件を踏まえ、現在の委託事
業者に加え新たな受け皿を検討します。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

社会福祉法人に委託し、乳児院・児童福祉施設で事業を実施しています。
受託法人は事業を実施できる体制を整えていましたが、感染症の影響による事業休止
や児童相談所の一時保護で定員に達する状況などにより、十分に事業を実施すること
ができませんでした。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

※量の見込みの計画値は、訪問対象児童数（推計）の92％（目標訪問実施率）に設定。

※実績値は「こんにちは赤ちゃん訪問」、「産婦新生児訪問」のいずれか又は両方を行った実人員。

訪問対象児童数（推計） 人/年 713 695 675 660 642 

訪問対象児童数　(C) 人/年 650 635 568 

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（６）乳児家庭全戸訪問事業 所管課 子ども家庭課

事業概要
すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供や乳児及
びその保護者の心身の状況・養育環境の把握を行うほか、養育相談や助言その他の
援助を行う事業です。

確保方策の内容

民生委員・児童委員協議会が市と連携し実施する「こんにちは赤ちゃん訪問」と助産
師・保健師による「産婦新生児訪問」の2本立てで実施しており、今後も継続して実施し
ます。
実施体制：保健師4名、助産師5名、民生委員・児童委員
実施機関：大牟田市子ども家庭課、福岡県助産師会、民生委員・児童委員協議会

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 計画値　(A) 人/年 655 639 621 607 590 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人/年 311 307 367 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 47.5% 48.0% 59.1%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(D) 人/年 655 639 621 607 590 

 実績値（実際の訪問人数）　(E) 人/年 311 307 367 

 計画値に対する実績値の割合　(E)/(D) 47.5% 48.0% 59.1%

訪問実施率 (E)/(C) 47.8% 48.3% 64.6%

課題・
今後の方向性

今後も継続して、全ての乳児の家庭を訪問し、子育てに関す
る情報の提供や相談、助言を行います。

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

令和4年度
実施状況

「こんにちは赤ちゃん訪問」については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、R4
年4月～12月の間、訪問を中止しました。
「産婦新生児訪問」については、福岡県助産師会に委託し、原則、第1子と母親には全
員、第2子以降は、訪問を希望される場合や支援が必要な場合に訪問を行っていました
が、R5年1月から赤ちゃんが生まれた全ての家庭に委託助産師等が訪問を行っていま
す。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（７）-１　養育支援訪問事業 所管課 子ども家庭課

事業概要
乳児家庭全戸訪問事業等により把握した支援することが特に必要と認められる乳幼児
や保護者等に対し、養育が適切に行われるよう当該居宅において、養育に関する相
談、指導・助言、その他必要な支援を行う事業です。

確保方策の内容 保健師4名体制で実施しており、今後も継続して実施します。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人/年 221 221 221 221 221 

 実績値（実際の利用者数）　(B) 人/年 200 165 242 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 90.5% 74.7% 109.5%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(C) 人/年 221 221 221 221 221 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人/年 200 165 242 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 90.5% 74.7% 109.5%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 100.0% 100.0% 100.0%

課題・
今後の方向性

強い育児不安や育児環境の問題など支援が必要と思われる
家庭の乳幼児や保護者については、引き続き、市保健師等が
医療機関や児童相談所、保育所、民生委員・児童委員協議
会等の関係機関と適宜連携しながら支援を行っていきます。

令和4年度
実施状況

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した支援することが特に必要と認められる全ての
乳幼児や保護者等に対し、自宅へ訪問し、養育に関する相談、指導・助言、その他必要
な支援を行いました。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（７）-２　子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 所管課 子ども家庭課

事業概要
子ども支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の機能強化を図るため、調整機
関である児童家庭相談室の職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性向上と、連
携強化のための取組みを実施する事業です。

確保方策の内容
児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応のための研修や啓発活動を実施するととも
に、要保護・要支援児童等に関する情報の共有、支援方針の協議、ケースの進行管理
を行います。

課題・
今後の方向性

調整機関職員として必要な研修等の受講と職場での情報共
有を行うとともに、ネットワーク構成員の専門性向上のため、
児童虐待対応等についての研修会を実施します。また、子育
て支援や児童虐待防止に関する情報を掲載した資料等を配
布し、地域住民への周知を図ります。

令和4年度
実施状況

R4年度から、大牟田市子ども支援ネットワークに新たに1団体が加入しました。
調整機関職員の児童虐待対応への専門性を向上させるため、子どもの虹情報研修セ
ンターや県、研修機関等が実施する各種研修を受講しました。8月にはネットワーク構
成員を対象にオンラインで研修を実施しました。11月の児童虐待防止推進月間には、
ホームページや広報おおむたにおいて関連記事を掲載するとともに、ポスターやリーフ
レットの配布を行い、地域住民への周知を図りました。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

※量の見込みの計画値及び実績値は、1か月あたりの子どものみの延べ利用者数（(E)/12）。

登録組数 組/年 378 377 411 

利用組数（延べ） 組回/年 3,730 2,741 3,341 

利用者数（延べ）子どものみ (E) 人回/年 4,434 3,320 3,861 

利用者数（延べ）子ども＋大人 人回/年 8,401 6,250 7,500 

□ 継続 □ 充実

■ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（８）地域子育て支援拠点事業（つどいの広場） 所管課 子ども育成課

事業概要
家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感に対応する
ため、3歳以下の乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てに
ついての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。

確保方策の内容 「えるる」1か所で事業を実施しており、今後も継続して1か所で事業を実施します。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人回/月 600 600 600 600 600 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人回/月 370 277 322 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 61.7% 46.2% 53.7%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(C) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 100.0% 100.0% 100.0%

利用状況
（3月末時

点）

課題・
今後の方向性

3歳未満を対象としているため利用者の安全に配慮する必要
があります。また、コロナ禍の影響で利用登録者が大幅に減
少しており、利用者の増加に取り組む必要があります。子育て
世帯の孤立化を防ぐため、子育て相談等の支援の提供が引
き続き必要です。

新型コロナが5類に位置付けられた後には、感染拡大防止な
ど利用者の安全に配慮しつつ、子育ての負担感の減少に資
するような集いの場を提供します。
利用者アンケートの結果等を踏まえ、相談機能の充実に取り
組みます。

令和4年度
実施状況

社会福祉協議会に事業を委託し、適切な運営により円滑に事業が実施できました。
出生数の減少や新型コロナ感染拡大防止のため、利用者制限などを行っていたことが
影響し、登録者数は目標値を大きく下回りました。
愛情ねっと等を活用した周知を行うとともに、乳幼児を持つ転入者に対して健診案内時
につどいの広場への案内を行いました。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

新規登録者数 人 104 118 132 

総登録者数（3月末時点） 人 953 973 952 

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（９）病児・病後児保育事業 所管課 子ども育成課

事業概要
子どもが病気等のために保育所等に預けられない場合で、保護者が就労等により家庭
での保育が難しいときに、子どもを医療機関等に併設した施設で預かる事業です。

確保方策の内容 病児・病後児保育施設1か所で事業を実施しており、今後も継続して実施します。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

 計画値　(A) 人日/年 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 

 実績値（実際の利用量）　(B) 人日/年 155 245 391 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 13.4% 21.1% 33.7%

 計画値　(C) 人日/年 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人日/年 2,610 2,610 2,610 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 225.0% 225.0% 225.0%

実
施
施
設
数

 計画値　(E) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の提供体制）　(F) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(F)/(E) 100.0% 100.0% 100.0%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 5.9% 9.4% 15.0%

登録
状況

課題・
今後の方向性

病気の児童を預かることから、感染症対策を含む児童の安全
確保が課題です。
また、福岡県がR5年4月1日より実施する病児保育利用料無
償化の取組みにより利用者数の増加が想定されるため、利用
者数が増加しても十分対応可能な提供体制を確保する必要
があります。
引き続き安心安全に事業が行われるよう、協力医療機関との
継続的な連携を促します。また、利用者数の推移やニーズ等
を把握し、必要に応じて受け皿の拡充等を検討します。

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

市内の学校法人に委託しており、医療機関との連携等のもと、事故もなく安全に事業を
実施することができました。また、コロナ禍にあっても事業を休止することなく実施するこ
とができました。
感染対策等の理由により利用を断るケースもありましたが、利用実績はR3年度に比べ
て増加しました。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

利用件数 ※乳幼児 人日/年 462 425 386 

利用総件数 人日/年 1,071 1,483 1,270 

依頼会員 人 669 655 637 

提供会員 人 125 128 134 

両方会員 人 45 45 26 

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（10）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 所管課 子ども育成課

事業概要
乳幼児又は小学生を対象として、育児の援助をしたい者と育児の援助を受けたい者か
らなる会員組織であり、子どもの預かりを主とした相互援助活動を行う事業です（ここで
は小学生が対象）。

確保方策の内容 1か所で事業を実施しており、今後も継続して実施します。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 計画値　(A) 人日/年 998 986 952 933 929 

 実績値（実際の利用量）　(B) ※小学生 人日/年 609 1,058 884 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 61.0% 107.3% 92.9%

 計画値　(C) 人日/年 998 986 952 933 929 

 実績値（実際の提供体制）　(D) 人日/年 998 986 952 

 計画値に対する実績値の割合　(D)/(C) 100.0% 100.0% 100.0%

実
施
施
設
数

 計画値　(E) 箇所 1 1 1 1 1 

 実績値（実際の提供体制）　(F) 箇所 1 1 1 

 計画値に対する実績値の割合　(F)/(E) 100.0% 100.0% 100.0%

提供体制に対する利用量の割合（実績） (B)/(D) 61.0% 107.3% 92.9%

 会員数 人 869 828 797 

課題・
今後の方向性

児童（特に乳児）を預かることから、協力会員（児童の預かりを
行う会員）のさらなる資質の向上と、引き続き協力会員の増が
課題です。

協力会員のさらなる資質の向上のため、定期的な研修を実施
します。また、さまざまな機会を捉え事業の周知に努めること
により、更なる会員の増加を目指します。

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

令和4年度
実施状況

社会福祉協議会に事業を委託し、適切な運営により事故もなく安全な事業の実施がで
きました。
R4年度の利用活動件数は、R3年度より減少しています。
・利用申込件数　1,272件
・利用件数　1,270件
・利用希望者が利用できた割合　99.8％
※前日など急な申込み等でマッチングできなかったケースが2件ありました。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

※量の見込みの計画値は、受診対象者数（推計）に平成27～30年度の平均受診回数12.4回を乗じて設定。

受診対象者数（推計） 人 713 695 675 660 642 

受診対象者数　(C) 人 650 590 565 

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（11）妊婦健康診査 所管課 子ども家庭課

事業概要 妊娠中に定期的な健康診査を行うことにより、母児の健康管理を行う事業です。

量の見込みと確保方策 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 計画値　(A) 回 8,841 8,618 8,370 8,184 7,960 

 実績値（実際の健診回数）　(B) 回 8,098 7,691 6,933 

 計画値に対する実績値の割合　(B)/(A) 91.6% 89.2% 82.8%

確
保
方
策

（
提
供
体
制

）

 計画値　(D) 回 8,841 8,618 8,370 8,184 7,960 

 実績値（実際の健診回数）　(E) 回 8,098 7,691 6,933 

 計画値に対する実績値の割合　(E)/(D) 91.6% 89.2% 82.8%

平均受診回数 (E)/(C) 回/人 12.5 13.0 12.3 

課題・
今後の方向性

健康診査14回分の公費負担を継続して行います。医療機関
等の関係機関との連携を密にし、対象者に応じた支援を行
い、妊婦と胎児の健康管理を行います。

確保方策の内容

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査補助券を交付します。補助券は福岡県・熊本県・
佐賀県・大分県の医療機関と福岡県内の助産所で使用できます。補助券が使用できな
い地域で受診した場合は、申請により基準額を上限として助成を行います。

検査項目：妊娠時期に応じた検査を実施
実施時期（望ましい基準）：
　妊娠初期から妊娠23週まで　　 おおむね4週間に1回
　妊娠24週から妊娠35週まで　 　おおむね2週間に1回
　妊娠36週から出産まで　　　　　 おおむね1週間に1回

量
の
見
込
み

（
利
用
ニ
ー
ズ

）

令和4年度
実施状況

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診券を交付し、受診することが望ましいとされ
る妊婦一人あたり14回分の公費負担を行っています。R4年度からは、検査項目に超音
波検査を1回分追加しています。
R4年度の妊娠届の数は見込みより少なかったため、健診回数も計画値を下回りまし
た。平均受診回数は12.3回となっています。　

※「妊婦健康診査補助券」は、R4年度交付分から「妊婦健康診査受診券」に名称を変
更しています。
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４．地域子ども・子育て支援事業の実施状況 ＜令和4年度＞

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

■ 継続 □ 充実

□ 改善 □ 縮小

□ 終了 □ 廃止

□ 休止

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 所管課 子ども育成課

事業概要
教育・保育施設において、実費徴収を行うことができるとされている食事の提供に要す
る費用及び日用品、文房具等の購入に要する費用等について、低所得世帯を対象に
その費用の一部を補助する事業です。

確保方策の内容
新制度に移行していない幼稚園に在籍する低所得世帯の負担軽減を図るため、副食
費補助の実施を図ります。

令和4年度
実施状況

R4年度は対象の児童はいませんでした。
未移行幼稚園に通う児童は数人いましたが、要件に該当する児童は少ない状況です。

課題・
今後の方向性

新制度に移行していない幼稚園に在籍する低所得世帯の負
担軽減を図るため、今後も副食費の補助を行っていきます。

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 所管課 子ども育成課

事業概要
地域の教育・保育需要に沿った量的拡大を進める上で、多様な新規事業者の新規参入
を支援するほか、私立認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受入体制を
構築するために、職員の加配に必要な費用の一部を補助する事業です。

確保方策の内容
適切な教育・保育を提供するため、特別な支援が必要な子どもを受け入れる私立認定
こども園の設置者に対して、国の制度内容を踏まえ、職員の加配に必要な費用の補助
の実施を図ります。

課題・
今後の方向性

今後も、集団生活を通じて児童の健全な発達が図られるよう
継続して事業を行います。

令和4年度
実施状況

特別児童扶養手当の児童及び養護児教育・保育等審査会において保育士等の加配が
必要と判定された児童等を保育する認定こども園に対し、保育士等の加配に必要な費
用に対する補助を行っています。

・補助を受けた施設数　3施設
・対象児童数　3人

※本事業は、13ページの「養護児教育・保育等事業費補助事業」のうち、認定こども園
に関する内容です。
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５．計画推進状況の評価 ＜令和4年度＞

（１）自己評価（令和4年度の計画推進状況）

（２）子ども・子育て会議からの意見

　R4年度は、依然として新型コロナウイルス感染拡大という外的要因により、事業によっては十分取り組む
ことができない状況もありましたが、全体としては、概ね計画に基づく取組の推進ができているものと考えま
す。
　教育・保育については、待機児童は発生しておらず、全ての利用希望者が利用できています。また、H27
年度の新制度開始以降、2号認定の増加と1号認定の減少傾向が続いており、共働き等で働く家庭が引き
続き増加している状況が伺えます。
　地域子ども・子育て支援事業については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、子育て短期支援事
業や地域子育て支援拠点事業など十分な事業実施が困難だったものもありましたが、感染防止対策を行
いならがら、安心安全なサービス提供に努めました。
　また、学童保育所（クラブ）については、待機児童解消に向けて、待機が生じている校区の児童を受入れ
に余裕がある学童保育所（クラブ）に送迎する校区外送迎事業を新たに実施するとともに、R5年4月より、預
かり時間を午後6時から午後7時までに延長しました。
さらに、R5年1月からは、国が創設した出産・子育て応援交付金事業に基づき、妊娠期から出産・子育てま
で一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援とともに、経
済的支援も一体とした事業に取り組んでいます。
　国においては、R5年4月からこども家庭庁が発足し、こども基本法が施行されました。異次元の少子化対
策の実現として、R5年6月に「こども未来戦略方針」を閣議決定し、児童手当の拡充などの具体的な施策に
ついて、今後3年間で集中的に進めることとしています。
　本市においても、こうした国の動きに対応しつつ、今後も計画に基づく取組を着実に推進し、安心して子ど
もを産み、育てられる環境づくりを進めていきます。
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